
 

  

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四小だより 
【学校教育目標】 「夢をいだき、心豊かで、実践力のある児童の育成」 

四街道市立四街道小学校 

令和７年1２月１日 

℡０４３-４２２-２７２６ 

四小だよりは学校ホームページまたは下のアドレス・右のＱＲコードからも見られます。 
http://www.yotsukaido.ed.jp/gakko/home/01yotsusho/top.html 
。 
 

校 長  米元 賢志 
四街道市では、「命の教育」の推進の一環として「いじめ撲滅キャンペーン」に取り組み、人権

意識の高揚を図り、いじめを許さない学校づくりを推進しています。本校においても「いじめ撲滅
キャンペーン」の取組として、１２月８日の「いじめ撲滅集会」で校長から児童・教職員へ次のよ
うな話をする予定です。全校のいじめに対する意識を向上させ、いじめ撲滅のための取組を進めて
いきます。 
１２月１０日は世界人権デーです。人権とは、「人間らしく、自分らしく生きるための、生まれ

ながらにして持っている大切な権利」のことです。すべての人が持っており、いじめや差別を受け
ずに、幸せに生きるためにあります。たとえば、自分の意見を言ったり、勉強や運動をしたり、安
心して暮らしたりすることができるのも、人権が守られているからです。この権利は、すべての人
にとって、守られなければいけない大切なものであり、人権が尊重される学校をみんなで作ること
が重要です。 
そこで、「いじめの矢と心」という話をします。「心」はどこにあると思いますか？頭の中？ 

心臓の近く？「心」は目に見えません。  
校長の話では、「心の模型」を使って「見えない心」を見えるようにした上で、いろいろな「い

じめの矢」をこの「心」に刺そうと考えています。 
１つ目。この矢は、他人のものを隠す、こわす、よごすなどの「いやがらせの矢」です。 
２つ目。この矢は、失敗したり、人と違っていることを笑ったり、しゃべり方や動き方を真似し

たりする「「からかいの矢」です。 
３つ目。この矢は、〇〇ちゃんと話すのは止めようとその人が来たら急におしゃべりをやめる、

逃げる、一人ぼっちにする「無視・仲間外しの矢」です。 
４つ目。この矢は、遊ぶふりをして、友達をたたいたり蹴ったりする「暴力の矢」です。 
５つ目。この矢は、「死ね、くさい、きもい、きえろ、くそじゃん」などの「悪口・言葉の暴力

の矢」です。 
６つ目。最後にこの矢は、タブレットで友達の悪口を書いて広げたり、友達になりすまして勝手

にうその情報を広げたりする「ネットを使ったいじめの矢」です。 
いじめられた人の「心」には、悪口、暴力、ことばの暴力、いじわるな言葉など、たくさんの矢

が刺さっています。実際にはもっとたくさんの矢が刺さっているかもしれません。 
矢が刺さった「心」は、これからどうなるでしょうか？ 
「心」が引き裂かれたり、壊れたりしてしまうかもしれません。「心」が壊れてしまって学校に

行くことができなくなったり、家から出ることができなくなったりするかもしれません。生きてい
くのが嫌になったと、自ら命を絶つ人もいるかもしれません。  
このように、「いじめの矢」が刺さっている友達が周りにいないか、もしいたら、このままにし

ておいて良いのかを子どもたちに問いたいと思います。 心が壊れてしまう前に、「いじめの矢」
を抜かなければなりません。 
しかし、「いじめの矢」は、いじめられている本人は自分で抜くことはとても難しいことです。 
「いじめの矢」を抜くためには、周りの人の行動にかかっていると考えます。  

①「あなたは一人じゃないよ」と優しく声をかける。  
②「大丈夫だよ、私がついているよ、味方だよ」と励ます。  
③「やめろよ。それはいじめだぞ。だめだよ」と止める。  
④「○○さんが困っています。助けてあげたい」と、先生や大人に相談する。  
⑤「話を聞くよ。相談してね」と相手の気持ちに寄り添う。  
⑥いじめた人が反省をして、「ごめんね。もうしないよ」と謝る。 
このように、「いじめの矢」を抜く方法を子どもたちにも考えさせたいと思います。  
しかし、「いじめの矢」を全部抜いても「心」には傷あとが残ります。なかなか消えないもので

す。大人になっても一生、いじめにあったこの心の傷を忘れることができないかもしれません。 
だから、いじめは絶対になくさなければいけないのです。  
私は以前、いじめをした人から話を聞いたことがあります。その人は、「ふざけてやっていた。

自分がやったことを自分がされたとしても気にしないから、そんなにその人が嫌だったとは思わな
かった。いじめだとは思わなかった。」と言いました。  
同じことを言ったりやったりしても「いじめの矢」が心に刺さらない人もいるかもしれません。

ちょっとしか刺さらない人もいるし、グサッと刺さる人もいます。自分はいじめているつもりでな
くても、いじめになってしまうことがあります。 
だから、相手の気持ちを真剣に考えて行動することが大切なのです。  
子どもたちと全職員、お父さん、お母さん、地域の方など、全ての人と力を合わせ、「４つの勇

気」（はなす勇気 やめる勇気 とめる勇気 みとめる勇気）を持ち続けて、学校からいじめをな
くしていくことが必要です。 

 
 

いじめの矢と心 

 

 



お知らせ 

四街道市青少年育成センターからのお知らせ 

「不登校に関する市や県からの情報や相談機関はこちらをご覧ください」 

四街道市青少年育成センター ホームページ 

https://www.city.yotsukaido.chiba.jp/smph/kurashi/shisetsu/yakushopub/yseishonen.html 

 

 

 

 

 
 

1 月
クラブ活動
交通安全補導

2 火
市総合学力調査
　　（新学力テスト）
交通安全補導

3 水 18 木
特別日課下校１４：０５
授業参観（１３：１５～）
学級懇談会（１４：３０～）

4 木
６年生修学旅行
　　（鎌倉・箱根方面）
移動図書館来校

19 金 給食最終日

5 金
６年生修学旅行
　　（鎌倉・箱根方面）
３年生消防署見学

20 土

6 土 21 日

7 日 22 月 短縮日課　下校１１：３０

8 月 委員会活動 23 火
短縮日課　下校１１：３０
２学期終業式

9 火
校内書き初め練習会
（４・５年生） 24 水

冬休み
１月６日（火）まで

10 水
校内書き初め練習会
（３・６年生） 25 木

11 木
児童代表委員会
６年生英語特別授業 26 金

閉庁日
１月４日（日）まで

12 金 スクールカウンセラー来校 27 土

13 土

14 日

16 火 大掃除 30 火

17 水 たてわり活動 31 水

15 月

28 日

29 月

運動会へのご協力をありがとうございました 
１１月２０日（木）は晴天に恵まれ、盛大に運動会を

実施することができました。多くの保護者様・地域の皆
様から大きな声援をいただき、子ども達は思いきり活動
することができました。また、紅白リレーも数年ぶりに
復活し、最後まで大いに盛り上がりました。 
後片付けにおいては、本当に多くの保護者様・地域の

皆様からご協力をいただき、短時間で安全に作業を終え
ることができました。 
改めて、四街道小が保護者様・地域の皆様に支えられ

ていることを実感いたしました。 
皆様のご協力に厚く御礼申し上げます。 
 

１２・１月のスクールカウンセラー日程 
担 当：塚田カウンセラー 
来校日： １２月１２日（金） １月２３日（金） 
・相談時間は１０：００～１５：３０です（１枠５０分） 
・利用をご希望の場合は予約が必要となるため、担任または
教頭渋川までご連絡をお願いいたします。 

１２月の行事予定 
 

＜１月の主な行事予定＞ 

７日（水）３学期始業式 下校１１：３０ 

８日（木）９日（金）下校１１：３０ 

１２日（祝）成人の日 

１３日（火）給食開始 月曜日課 委員会活動 

１５日（木）１年「昔あそびの会」 

２１日（水）特別支援学級小中合同学習会 

２２日（木）オンライン学習 下校１３：００ 

２６日（月）クラブ活動 

２７日（火）入学説明会 10：30～11:30 

本文書の情報を転載・複製・改変することは禁止いたします 

「学期」と「前期・後期」について 
・「学期」とは、市町村教育委員会の管理規則に定めら

れ、自治体ごとに市内各校共通で実施する教育課程 

（学校で行われる教育活動）の期間となります。四街道

市は本校を含め「３学期制」となっています。 

・「前期・後期」とは、授業を通してお子様の習熟度を

確認する期間のことです。本校では、年間２回お子様

の学習の習熟度を確認し、「通知表」として保護者様

にお伝えしております。これは校長が定めるため、市

内でも学校により、期間や通知表の発行回数、また通

知表の記載内容が異なります。さらに現在は、各教科

における学習内容や、指導時間数が複雑化しているた

め、１年間を通した固定での「日課表」の作成が難し

い状況です。そのため、「前期・後期」で「日課表」

を変更する必要があります。 

いじめ撲滅キャンペーンについて 
四街道市では、いじめについて考え、児童生徒のいじ

めをなくそうとする態度を育むために、毎年「いじめ撲
滅キャンペーン」を実施しています。 
本校では、キャンペーンに合わせた取組として 

① １２月８日（月）「いじめ撲滅集会」の実施 
② 道徳科の授業を通して「思いやり」「友情」について考

えさせる機会を持つ 
③ いじめアンケート・教育相談の実施 
を行います。また、いじめや人間関係での悩みにつき

ましては、学級担任に加え、以下の「なやみごと相談員
」にご相談いただくことが可能です。 
「なやみごと相談員」の先生 
渋川 環（教頭） 北林 美沙（教育相談担当） 
野﨑 純子（養護教諭） 

・お子様、保護者様、どちらの相談にも応じます。 

下校時刻が「１１月学校

だより」でのお知らせから

変更（４０分早く）になって

います。ご注意ください。 


